
様式６  

 

障害者や高齢者、市民の雇用状況 

 

 （１）障害者 
法定雇用障害者数が０人となる団体については、「法定雇用率」欄を空欄にしてください。 

 

 

総従業員

数 
人 

雇用障害者数 

（※1） 
人 

障害者雇用

率 
％  

 法定雇用障害

者数（※2） 
人 法定雇用率 ％  

  

障害者の雇用についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 企業における雇用障害者数の算定方法 

  週 30 時間以

上の常時雇用

労働者 

週 20 時間以上

30 時間未満の

短時間労働者 

週 10 時間以上

20 時間未満の

短時間労働者 

身体障害者 1人 0.5人 - 

 重度 2人 1人 0.5人 

知的障害者 1人 0.5人 - 

 重度 2人 1人 0.5人 

精神障害者 1人 1人* 0.5人 

 

※2 法定雇用障害者数 

雇用する労働者の数に、障害

者の法定雇用率を乗じて得た数

（その数に一人未満の端数があ

るときは、その端数は切り捨て

る。） 

 

*当面の間の措置として、精神障害者である短時間労働者は、雇

い入れの日から期間等にかかわらず、１人をもって１人とみな

すこととしている。 
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 （２）高齢者（65歳以上） 

総従業員数 人 雇用人数 人 雇用率 ％ 

 

  高齢者の雇用についての考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）市民 

総従業員数 人 雇用人数 人 雇用率 ％ 

 

市民の雇用についての考え方 

 


